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健
保
改
悪
案
の
撤
回
、
公
費
改
悪
反
対
で

　

三
月
十
七
日
全
国
墨
彙
会
実

行
委
員
会
代
表
六
名
（
同
会
山
本
事

務
局
長
ほ
か
五
名
）
は
、
厚
生
省
を

訪
問
、
健
康
保
険
法
「
改
正
」
案
お

よ
び
連
動
改
悪
の
準
備
が
す
す
め
ら

全
国
患
者
集
会
（
幹
事
会
）
厚
生
省
に
申
入
れ

れ
て
い
る
各
種
公
費
負
担
医
療
制
度

に
つ
い
て
、
反
対
と
共
に
十
三
項
目

に
わ
た
る
当
面
の
要
求
実
現
を
申
し

入
れ
ま
し
た
。

　

申
し
入
れ
た
先
は
、
厚
生
省
保
険

正
面
の
大
谷
局
長
に
申
入
れ
る
代
表

局
長
、
同
企
画
課
長
、
公
衆
衛
生
局

長
、
結
核
成
人
病
課
長
、
難
病
対
策

課
長
、
社
会
局
更
生
課
長
、
児
童
家

庭
局
長
、
母
子
福
祉
課
長
で
す
。
保

険
局
長
と
結
核
成
人
病
課
長
以
外
は

全
部
に
面
会
し
、
反
対
の
意
志
を
強

く
表
明
し
ま
し
た
。

　

要
請
書
を
受
け
と
っ
た
保
険
局
以

外
の
局
長
、
課
長
は
「
皆
さ
ん
の
要

請
の
趣
旨
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
公

費
に
つ
い
て
は
私
達
と
し
て
も
反
対

で
あ
り
大
蔵
省
や
行
政
管
理
庁
の
勧

告
の
よ
う
に
は
し
な
い
方
針
で
あ

る
」
と
要
請
を
受
け
こ
め
る
約
束
を

し
ま
し
た
。

　

健
保
問
題
で
は
、
保
険
局
長
不
在

で
、
坂
本
保
険
局
企
画
課
長
に
面
会

し
、
私
達
は
「
今
回
の
健
保
法
案
の

目
的
で
あ
る
薬
づ
け
医
療
の
是
正
に

よ
る
医
療
費
赤
宰
解
消
を
、
患
者
の

一
部
負
担
を
大
幅
に
増
額
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
が
ア
じ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
筋
が
違
っ
て
い
る
。
一
部
負

担
値
上
げ
は
、
思
者
受
診
や
入
院
制

限
に
な
る
だ
け
で
、
薬
づ
け
医
療
は

解
決
さ
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
製
薬

独
占
の
利
益
優
先
や
日
医
の
根
治
療

法
軽
視
の
治
療
内
容
こ
そ
改
善
Ｔ
べ

き
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
研
温
晏

何
回
繰
返
し
て
も
、
結
局
難
治
性
患

者
激
増
の
今
日
、
受
診
よ
く
せ
い
に

よ
っ
て
病
気
を
悪
化
さ
せ
、
最
終
的

に
は
Ｅ
療
費
の
高
騰
を
ま
ね
く
こ
と

に
な
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
坂
本

課
長
は
活
療
内
容
改
善
は
法
率
こ

は
別
に
日
医
を
強
く
指
導
し
て
い

く
」
と
し
て
、
法
案
反
対
に
反
論
で

浙
柔
せ
ん
で
し
た
。

　

申
し
入
れ
た
要
求
内
容
は
、
本
誌

七
面
に
け
い
さ
い
し
ま
し
た
。

障
害
者
の
リ
ハ
ビ
リ

浅
川
園

　

・
ヽ
ヽ
ニ
ゴ
ル
フ
誕
生

　

東
京
都
八
王
子
市
川
口
町
に
あ

　

こ
れ
を
記
弊
に
）
て
［
会
］
で
は
、

る
、
内
部
障
｀
暑
更
生
施
設
浅
川
園
会
員
有
志
の
親
睦
を
ほ
が
る
た
め
。

・
「
桑
の
実
会
」
（
佐
藤
務
会
長
）
ミ
ニ
ゴ
ル
フ
大
会
を
お
こ
な
い
ま
し

で
は
、
昨
年
夏
か
ら
ミ
ニ
ゴ
ル
フ
場
だ
。

の
略
画
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
し
た

　

大
会
に
は
、
多
く
の
人
が
参
加
さ

が
、
こ
の
ほ
ど
、
ミ
ニ
ゴ
ル
フ
場
が
れ
一
打
ご
と
に
堅
″
が
あ
が
り
盛
会

完
成
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
「
桑
の
実
会
」
で
は
、
こ

う
し
た
催
し
物
の
ほ
か
に
、
國
の
協

力
を
え
て
約
二
十
も
の
会
員
が
、
月

二
回
、
唄
と
踊
ひ
と
民
謡
の
練
習
会

を
ひ
ら
く
な
ど
、
趣
味
を
生
か
し
た

活
動
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
限
は
、
内
部
障
害
者
の
社
会
復

帰
を
め
百
ｙ
た
め
に
修
得
科
目
と
し

て
経
理
・
事
務
科
（
簿
記
・
珠
算
）

電
気
技
術
科
（
テ
レ
ビ
ー
ラ
ジ
オ
修

理
組
立
）
、
危
険
物
資
格
修
得
科

　

（
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
い
）
、
農
園
芸
科

　

（
花
・
盆
裁
・
野
菜
類
裁
培
）
、
洋

裁
科
、
和
裁
科
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

い
ま
在
園
者
は
こ
れ
ら
の
科
目
を

修
得
し
て
一
日
も
早
い
社
会
復
帰
を

め
ざ
し
、
み
ん
な
が
連
日
が
ん
ば
っ

て
い
ま
す
。

　
　

回
京
都
患
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
】

労
災
保
険
改
悪
に
断
固
反
対

全
有
協
労
災
補
償
の
骨
ぬ
き
と
声
明
発
表

　

全
有
協
（
前
鉛
中
毒
墨
昌
）
は

こ
の
ほ
ど
、
今
国
会
に
労
働
省
か
ら

提
出
し
た
「
労
災
保
険
法
改
正
案
」

に
対
し
て
、
改
悪
に
断
固
反
対
の
声

明
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

こ
の
声
明
は
、
機
関
紙
全
有
協
一

〇
一
号
に
け
い
さ
い
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
労
災
法
「
改
正
」
案
は
、

労
災
を
引
き
お
こ
し
、
職
業
病
を
多

発
さ
せ
て
い
る
独
占
企
業
の
責
任
を

免
罪
す
る
と
共
に
、
職
業
病
患
者
や

労
働
災
害
被
災
者
の
切
り
捨
て
、
労

災
補
價
の
骨
抜
き
で
あ
り
、
災
害
か

く
し
と
職
業
病
の
私
病
流
し
（
健
保

扱
い
）
を
増
長
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
全
有
協
は
、
被
災
労
働
者

に
む
け
断
固
反
対
を
よ
び
か
け
、
当

面
す
る
労
災
保
険
法
の
改
悪
反
対
、

職
業
病
に
関
す
る
法
制
化
の
抜
本
改

正
を
求
め
る
国
会
請
願
Ｗ
名
を
す
す

め
て
い
ま
す
。
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剖
年
金
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

制
度
解
説
と
新
し
い
障
害
年
金
制
度
案
を
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　

障
害
年
金
改
正
を
す
す
め
る
会

　

障
害
年
金
改
正
を
す
す
め
盃
屁
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＆
開
催
。
現
在
百
万
人
で
し
か
な
い
障
害
年
金
、
障
害
福

祉
年
金
受
給
者
を
三
百
万
人
に
し
ぷ
７
と
新
制
度
案
脊
発
表
。
ま
た
申
請
運
動
に
役
立
つ
解
説
も
し
た
。

渡辺漓先生

山
、
全
銀
総
連
会
館
に
お
い
て
、
障

心
旱
金
改
正
を
す
す
め
る
会
（
加
入

団
体
五
十
五
）
は
、
初
の
年
金
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
講
師
に
渡

辺
清
先
生
を
ま
ね
き
、
「
障
害
年

金
の
解
説
」
を
お
ね
が
い
し
、
ま
た

討
論
課
題
と
し
て
［
障
｀
犀
金
制
度

三
月
十
六
日
、
東
京
・
港
区
南
青
を
根
本
的
に
改
正
し
、
三
〇
〇
万
人

意見発表を制限するほど活況だったシンポジウム

を
受
給
者
に
す
る
新
制
度
（
案
）
を

同
す
す
め
る
会
の
山
本
事
務
局
長
が

発
表
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
日
曜
日
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
障
全
協
の
各
団
体
、
全
思
連
の

各
加
入
団
体
、
全
難
連
の
構
成
団
体

代
表
な
ど
が
集
り
、
熱
心
に
学
習
と

討
論
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
互
療
会
、
神

余
川
セ
ン
タ
ー
役
員
の
崎
山
、
日
患

同
盟
の
古
川
事
務
局
長
の
両
氏
に
よ

っ
て
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

渡
辺
清
先
生
の
講
演
［
障
｀
保

金
解
説
］
は
約
一
時
間
二
〇
分
に
わ

た
り
、
障
七
塚
金
の
仕
組
み
（
①
受

給
要
件
、
②
初
診
日
、
ぽ
廃
疾
認
定

日
、
ふ
廃
疾
認
定
基
準
、
ぽ
保
険
料

の
条
件
、
⑥
障
｀
憚
金
額
）
に
つ
い

て
、
障
害
年
金
改
正
運
動
の
経
過

　

乙
昭
和
三
十
九
年
に
結
核
、
精
神

を
国
民
年
金
で
対
象
に
、
②
四
十
一

年
は
総
べ
て
の
奮
聚
蔚
象
に
、
０
　

四
十
九
年
に
障
｀
福
祉
年
金
に
二
級

の
新
設
、
④
五
十
一
年
に
廃
疾
認
定

日
の
短
縮
な
ど
）
の
説
明
が
あ
り
、

現
行
制
度
の
問
題
点
（
ぷ
障
害
の
通

算
が
な
い
、
②
障
害
等
級
の
最
低
基

準
が
同
一
で
な
い
、
③
保
険
料
免
除

基
準
は
半
人
前
、
４
　
廃
疾
認
定
日
主

義
を
初
診
日
主
義
に
改
悪
し
た
、
⑤

厚
年
の
事
後
重
症
で
五
年
に
制
限
、

⑥
廃
疾
認
定
日
短
縮
と
動
病
手
当
金

の
関
係
、
ふ
無
年
金
者
の
救
済
）
に

つ
い
て
の
専
門
的
で
く
わ
し
い
説
明

を
う
け
ま
し
た
。

　
　
　
　

。

　

ま
た
、
山
本
事
務
局
長
は
、
同
会
一

で
検
・
討
し
て
い
る
新
制
度
（
案
）
を
。

発
表
し
た
内
容
は
「
」
障
｀
犀
金
制

度
の
責
任
と
目
的
で
国
の
責
任
の
明

確
化
、
制
度
の
目
的
の
明
確
化
、
②

受
給
権
者
の
範
囲
拡
大
で
受
給
権
者

の
範
囲
の
明
確
化
、
障
｀
等
級
の
改

正
ゾ
認
定
基
準
を
根
本
的
に
改
正
、

裁
定
機
関
の
改
善
、
福
祉
年
金
の
所

得
制
限
の
改
正
な
ど
）
と
、
新
制
度
一

づ
く
り
の
運
動
の
す
す
め
方
に
つ
い

て
は
、
也
年
金
申
諸
運
動
の
促
進
、

こ
新
制
度
の
提
案
と
現
行
制
度
の
抜

本
改
正
連
動
の
促
進
に
つ
い
て
問
題
一

提
起
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

一
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膀
胱
の
腹
内
再
生
手
術

互
療
会
・
全
患
連
の
要
求
実
現

　

二
月
二
十
七
日
、
互
際
会
、
前
田

会
長
他
二
名
と
全
思
遇
・
山
本
事
務

局
長
は
厚
生
省
を
如
こ
ず
れ
、
大
谷

公
衆
衛
生
局
長
な
ど
に
対
し
、
人
工

肛
門
、
人
工
膀
胱
に
つ
い
て
の
善
処

方
を
要
請
し
ま
し
た
。

　

「
前
田
会
長
は
「
私
た
ち
の
現
代

医
学
で
は
今
な
お
不
治
の
難
病
と
さ

れ
て
い
る
直
腸
が
ん
、
潰
薦
包
〈
腸

炎
な
ど
の
悪
性
疾
悉
に
お
か
さ
れ
、

人
工
肛
門
あ
る
い
は
人
工
膀
眺
尿

路
変
更
な
ど
の
造
設
思
者
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
愚
者
は
、
共
通
の
悩
み

と
し
て
、
再
発
を
お
そ
れ
る
と
共
に

人
に
知
ら
れ
な
い
肉
体
的
、
精
神
的

な
ハ
ン
デ
″
１
を
背
負
う
と
同
時
に

一
家
の
支
柱
者
で
も
あ
る
た
め
に
、

経
済
的
な
負
担
（
毎
日
、
毎
回
の
器

具
代
や
治
療
費
、
飲
み
ぐ
す
り
代
な

ど
）
に
よ
り
生
活
困
難
に
お
か
入
る

人
が
多
い
の
で
す
。
本
人
や
家
族
の

必
至
の
努
力
は
徴
々
た
る
も
の
で
ど

う
ｙ
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。

　

是
非
と
も
こ
う
し
た
実
態
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
四
点
に
わ
た
る
要
請

の
速
成
を
代
表
し
て
陳
悄
す
る
次
第
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誌
代
送
金
の
お
願
い

　

本
誌
ご
購
読
の
皆
さ
ん
に
お
願

い
が
あ
り
ま
す
。
実
は
皆
さ
ん
の

ご
協
力
に
よ
吟
購
院
者
は
相
当
ふ

え
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
事
務
局

ご
φllls-････Illllll

か
出
来
な
い
で
い
ま
す
。
申
訳
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
決
算
を
ひ
か

え
て
お
り
ま
す
の
で
ご
送
金
下
さ

る
よ
ろ
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
送
金
の
節
は
「
郵
便
振
替
東

京
ニ
ー
四
一
五
二
」
で
お
願
い
し

ま
す
。
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で
あ
り
ま
す
」
。
と
切
々
と
訴
え
ま

し
た
。

　

大
谷
公
衆
衛
生
局
長
は
「
私
も
医

師
で
す
か
ら
、
よ
く
実
情
は
理
解
し

て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
苦
労
は

大
変
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
昨
年
、

全
患
連
よ
り
こ
の
件
に
つ
い
て
要
望

が
あ
り
、
私
■
a
m
心
を
よ
せ
て
い
ま

し
た
の
で
、
直
ち
に
、
国
立
相
縁
原

病
院
の
泌
屡
料
の
田
口
先
生
に
相

談
し
ま
し
て
、
研
究
開
発
を
す
す
め

て
お
り
ま
す
。
七
月
に
は
ド
イ
ツ
で

開
か
れ
る
学
会
で
発
表
す
る
事
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
工
膀
胱

を
腹
内
再
造
成
す
る
新
技
術
で
す
。

五
十
五
年
度
は
全
国
の
国
立
病
院
で

新
技
術
に
よ
る
手
術
の
出
来
る
よ
う

に
し
た
い
」
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。

　

私
達
は
感
謝
の
意
を
の
べ
な
が
ら

い
か
に
治
療
研
究
、
開
発
が
人
類
の

た
め
に
大
き
な
役
割
り
を
果
す
か
知

れ
な
い
と
語
り
合
い
、
陳
情
の
成
功

を
よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。
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Ｑ
七
ｊ
Ｚ
Ｉ
詞
丿
、
９
１
７

’
る
目
的
は
果
せ
な
い
。
従
っ
て
、

　

連
載
２

　

そ
の
二
に
入
る
前
に
、
こ
の
提

言
案
を
書
く
目
的
に
つ
い
て
、
数

人
の
読
者
か
ら
「
誰
が
何
の
た
め

に
握
言
す
る
の
か
」
の
質
問
が
あ

っ
た
の
で
お
答
え
し
た
い
。

　

全
患
連
第
五
回
大
会
は
、
国
民

本
位
の
医
療
づ
く
り
を
決
議
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
当
面
、
健
保
と

公
費
負
担
医
療
の
大
改
悪
に
対
し

て
、
そ
の
反
対
運
動
を
展
開
し
て

い
る
。
こ
の
反
対
運
動
は
、
現
状

を
守
る
目
的
を
も
っ
て
い
る
が
、

私
た
ち
の
切
実
な
要
求
を
実
現
す

Ｅ
反
対
運
動
を
成
功
さ
せ
る
と
同
時
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に
患
者
・
国
民
本
位
の
公
費
負
担

医
療
制
度
を
総
合
的
に
つ
く
る
た

め
の
粗
材
と
し
て
の
目
的
を
も
っ

た
も
の
と
し
て
ご
理
解
い
た
だ
き

た
い
。

　

前
回
は
、
制
度
案
の
骨
組
み
の

中
の
国
な
ど
の
責
任
と
対
象
疾
病

に
つ
い
て
轡
い
た
が
、
今
回
は
そ

の
内
容
に
入
的
た
い
。

国際障害者年マーク

‥
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山
国
と
企
業
な
ら
び
に
自
治
体
同
時
に
疾
病
原
因
、
治
療
法
未
確

の
責
任
に
つ
い
て
、
国
の
戦
争
政

策
に
よ
る
戦
傷
病
者
の
医
療
と
生

活
保
障
は
下
級
兵
士
の
大
部
分
が

低
く
、
原
爆
被
爆
者
の
保
障
は
全

く
不
十
分
で
あ
る
、
②
社
会
防
衛

上
国
の
責
任
で
み
る
べ
き
疾
病

（
法
定
伝
染
病
、
結
核
、
精
神
、

ハ
ン
セ
ン
氏
病
）
は
、
最
近
、
政

来年は国際障害者年

健保公費改悪反対

゛･･||●｡,.II●･

立
な
ど
医
療
の
中
心
的
が
未
解
決
一

Ｉ
あ
り
、
そ
の
研
究
に
ぬ
費
が
保
に

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
へ

と
、
国
と
傘
な
ら
び
に
自
治
体
に

の
責
任
を
更
に
明
確
に
す
念
要
へ

が
あ
る
と
思
う
。

　

閲
対
象
と
忿
疾
病
に
つ
ぃ
Ｉ

は
、
前
回
弓
書
い
た
の
で
ズ
入

回
は
、
医
療
費
な
ど
を
公
費
で
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に

つ
い
て
書
い
て
み
る
。

　

」
国
の
政
策
に
よ
っ
て
発
生
し

た
疾
病
（
戦
争
に
よ
る
傷
病
者
、

原
爆
被
爆
者
）
は
、
戦
争
政
策
と

●●･¨'･●●||･

い
・
函
の
築
上
発
生
足
も
の
作

だ
か
ら
、
当
然
、
国
の
直
接
的
な
Ｊ

責
任
（
公
費
）
に
お
い
て
負
垠
ふ

府
は
国
の
責
任
は
終
っ
た
と
各
々

の
公
費
制
度
改
悪
に
着
手
し
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
も
国

の
責
任
は
終
っ
て
い
な
い
、
③
社

会
的
保
護
を
必
要
と
す
る
疾
病

　

（
老
人
病
、
障
害
者
児
、
難
病
、

母
子
そ
の
他
難
治
性
疾
患
）
に
つ

る
の
が
答
然
だ
と
思
う
、
②
伝
染

病
、
結
核
、
ハ
ン
セ
ン
氏
病
、
精

神
病
、
性
病
な
ど
は
、
国
民
の
生

命
と
健
康
を
守
る
（
社
会
防
衛
）

た
め
に
、
国
と
自
治
体
の
責
任
で

医
療
費
な
ど
を
負
担
す
る
の
は
当

然
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
も
必
要

な
事
で
あ
る
、
③
が
ん
や
各
種
難

病
あ
る
い
は
心
臓
病
な
ど
は
、
健

il･･･I..･･･I‘゛゛I･･li･･II,･,｡｡･･｀I゛II･･jl･'゛･･II'--,
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い

康
保
険
の
適
用
だ
け
で
は
、
命
と
Ｅ

箆
冪
寺
る
こ
と
か
困
難
だ
か
ら

い
て
は
、
経
済
的
に
個
人
や
世
帝
こ
そ
、
国
と
自
治
体
の
保
護
責
任

の
能
力
で
は
限
界
に
あ
る
こ
と
と
が
あ
る
し
国
民
的
課
題
で
あ
る
。
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残
業
す
れ
ば
病
気
は
悪
く
な
る

慢
性
肝
炎
Ｓ
さ
ん
の
切
な
る
悩
み
の
訴
え

　

三
月
十
六
日
の
「
年
金
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
（
主
催
、
障
害
年
金
改
正
を

す
す
め
る
会
）
に
お
い
て
、
肝
炎
患

者
の
Ｓ
さ
ん
よ
り
、
つ
ぎ
の
よ
ろ
な

訴
え
と
相
談
が
だ
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十

八
日
（
初
診
日
）
よ
り
慢
性
肝
炎
で

入
院
治
療
を
つ
づ
け
、
途
中
退
院
、

同
年
十
二
月
再
入
院
、
昭
和
五
十
二

年
四
月
よ
り
外
来
に
通
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
十
一
月
か
ら
足
に
ム
ク
ミ

　

二
月
二
十
七
日
の
厚
生
省
社
会
局

主
管
課
長
会
議
で
、
古
市
老
人
保
健

課
長
は
、
行
管
庁
の
老
人
医
療
見
直

し
禁
『
に
つ
い
て
の
見
解
を
発
表
し

ま
し
た
。

　

行
曽
禁
忌
、
行
管
独
自
の
調
査

に
よ
る
も
の
で
、
特
に
老
人
医
療
の

受
給
開
始
年
齢
七
十
歳
を
境
に
受
診

率
、
受
診
日
数
、
総
医
療
費
と
も
増
加

し
て
い
る
と
の
指
摘
は
話
題
に
な
っ

た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
古
市
課
長

が
で
、
胃
の
検
診
が
な
さ
れ
、
先
生

は
「
無
理
す
る
な
」
と
云
っ
て
く
れ

ま
す
が
、
私
は
機
械
工
で
給
料
は
や

す
く
時
々
残
業
せ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
病
気
は
悪
く
な
る
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
ま
す
し
、
生
命
の
不
安
も
な

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
家
族
を
か

か
え
て
残
業
も
せ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
せ
め
て
、
残
業
を
や
め
て
病
気

を
忌
せ
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
障
害

年
金
を
受
け
る
か
、
毎
月
給
料
か
ら

は
「
制
度
創
立
し
た
所
期
の
目
的
を

達
成
し
た
あ
ら
わ
れ
だ
。
塑
ほ
老

人
医
療
制
度
を
必
要
と
し
な
い
と
い

ろ
理
由
か
み
ら
れ
な
い
。
最
近
の
老

人
医
療
費
の
動
向
は
有
病
率
、
受
診

率
と
も
低
下
し
て
い
る
。
行
官
庁
の

指
摘
は
む
し
ろ
日
本
の
医
療
制
度
全

体
の
ヒ
ズ
ミ
の
問
題
で
あ
る
」
と
そ

れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
を
し
め
し
、
塑
に

が
実
態
に
そ
わ
な
い
も
の
と
批
判
し

ま
し
た
。

老
人
医
療
見
直
し
勧
告

差
引
か
れ
る
税
金
の
免
除
を
し
て
も

ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
訴
尺
ほ
わ
ず
か
一
枚
の
相
談

カ
ー
ド
に
轡
か
れ
た
も
の
。
心
の
中

の
や
妁
切
れ
な
さ
が
わ
か
り
ま
す
。

同
じ
悩
み
の
人
が
多
い
で
は
。

意
外
に
知
ら
な
い
時
効
救
済

障
害
年
金
申
請
は
時
効
で
ダ
メ
に
な
っ
た
人
の
救
済
可
能

　

障
｀
犀
金
あ
る
い
は
障
害
福
祉
年

金
の
申
請
は
五
年
間
し
か
有
効
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

五
年
間
の
う
ち
に
申
請
し
な
い
と

年
金
は
も
ら
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

法
律
の
中
に
、
時
効
と
い
う
条
文
が

あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
時
効
は
、
国

民
年
金
も
厚
生
年
金
も
同
じ
で
す
。

　

で
す
が
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
時

効
に
な
っ
て
い
る
人
も
救
済
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
救
済
措

置
は
、
政
府
の
法
制
局
も
認
め
、
厚

生
省
の
関
係
す
る
三
課
長
が
連
名
で

通
知
を
だ
し
て
か
ら
で
す
。

　

時
効
の
法
律
は
改
正
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
五
年
間
の
う
ち
に
本
人
か

ら
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
し
て

救
済
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
さ
か

月
文
書
で
回
答
し
ま
し
た
。

　

社
会
保
険
庁
の
右
回
答
を
み
ま
す

と
「
老
齢
年
金
で
は
、
加
入
期
間
を

短
稲
さ
れ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
優

遇
揖
置
を
設
け
て
い
る
が
、
同
じ
措

置
か
通
算
老
齢
年
金
に
設
け
る
こ
と

は
、
通
算
老
齢
年
金
の
性
格
上
ま
た

他
の
年
金
制
度
全
体
を
改
正
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
困
難
で
あ
る
」

と
答
え
て
い
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、
同
ブ
ロ
ｙ
ク
会
議
で
国

の
ぼ
っ
て
救
済
さ
れ
、
年
金
が
も
ら

え
る
の
は
五
年
間
に
制
限
さ
れ
て
い

ま
す
。
時
効
ご
十
年
の
人
も
十
五
年

の
人
も
五
年
分
の
年
金
に
制
限
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
障
害
年
金
の
受
給
権
を

時
効
に
よ
っ
て
失
っ
て
い
た
人
達
の

要
求
を
み
の
ら
せ
た
の
は
、
日
本
患

者
同
盟
の
運
動
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
中
に
あ
れ
ば
是
非
手
つ

づ
き
さ
れ
て
は
い
か
が
で
す
か
。

民
年
金
の
通
算
老
齢
年
金
の
裁
定

で
、
通
算
す
る
加
入
期
間
が
不
足
す

る
人
々
の
申
請
を
却
下
す
る
理
由
を

求
め
ま
し
た
。

　

右
問
題
と
同
じ
文
書
回
答
に
よ
る

と
「
そ
の
理
由
は
、
却
下
処
分
を
行

っ
て
い
る
も
の
は
、
厚
生
年
金
、
船

員
保
険
の
脱
退
手
当
金
を
う
け
、
通

算
老
齢
年
金
の
賢
格
期
間
を
爾
た
し

得
な
い
も
の
に
限
っ
て
い
る
」
と
答

'
ｋ
返
戻
す
る
取
扱
い
も
可
と
答
弁
。

　

な
お
、
古
市
課
長
は
「
一
件
あ
た

り
の
老
人
医
療
費
（
五
十
四
年
六
月

分
）
で
入
院
ト
ヴ
プ
が
只
都
、
大
阪

が
二
位
、
通
院
も
大
阪
と
京
都
が
一

位
、
二
位
で
平
均
よ
り
Ξ
○
％
高
い
」

と
し
、
医
療
制
度
、
医
療
保
険
に
問

題
が
あ
る
と
云
っ
て
い
ま
す
。

古
市
課
長
実
態
曙
ぐ
わ
な
い
と
批
判

　

国
民
年
金
で
は
、
老
齢
年
金
で
加

入
期
間
の
短
縮
揃
置
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
通
算
老
齢
年
金
で
は
同
様
措

置
を
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

社
会
保
険
庁
は
、
昭
和
五
十
三
年

の
各
地
ブ
ロ
レ
ク
会
議
で
だ
さ
れ
た

要
望
事
項
（
前
記
）
に
つ
い
て
、
一

通
老
に
期
間
短
縮
措
置
は
ダ
メ

特
例
納
付
や
脱
退
手
当
返
戻
で
通
老
資
格
可
能
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結
核
回
復
者
た
ち
の
手
で

共
同
作
業
所
づ
く
り

　

土
屋
幸
義

　

土
屋
さ
ん
は
港
湾
労
働
者
と
し
て

働
い
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
四

年
に
結
核
発
病
。
約
二
十
年
の
療
餐

生
活
を
が
ん
ば
り
ぬ
き
、
昭
和
四
十

m
に
社
会
復
帰
。
そ
の
間
「
日
本

思
者
同
盟
」
に
加
盟
、
長
期
療
餐
中

も
活
動
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
社
に
就
職
、
労
働
過
重
の
た
め

喀
典
再
発
、
五
十
年
よ
昨
療
養
を

よ
ぎ
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

氏
の
周
囲
に
は
結
核
癩
養
施
設

「
厚
生
園
」
を
出
て
社
会
復
帰
後
も
、

仕
事
も
な
く
、
生
き
が
い
を
な
く
し

ひ
っ
そ
り
と
暮
し
て
い
る
人
が
多
い

の
に
気
付
き
、
友
人
か
ら
任
事
を
ま

わ
し
て
も
ら
い
、
共
同
作
業
所
を
家

族
の
協
力
の
か
と
に
一
年
半
前
か
ら

始
め
ま
し
た
。

　

氏
な
ぞ
仕
事
を
配
達
、
製
品
を

回
収
す
る
と
い
う
形
で
、
市
住
二
間

の
家
は
ま
る
で
倉
庫
さ
な
が
ら
。

　

し
か
し
、
仕
事
を
通
じ
、
仲
間
と

の
語
ら
い
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を

回
僻
に
）
だ
仲
関
連
は
だ
ん
だ
ん
精
神

的
に
も
元
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た

し
、
宝
塑
ｍ
が
機
械
購
入
の
補
助
を

す
る
と
こ
ろ
ま
で
運
動
が
盛
り
あ
か

っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
市
は
最
近
共
同
作
業
所
を
建

設
す
る
方
向
を
う
ち
だ
し
、
二
十
坪

の
十
冠
と
建
物
を
提
供
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら

の
運
営
は
大
変
で
す
が
地
域
に
根
を

お
ろ
し
、
市
を
動
か
し
た
活
動
に
、

大
き
な
教
訓
を
く
み
と
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
が
現
在
共
庫
の
各
地
で

す
す
め
ら
れ
て
い
る
豆
ハ
同
作
業
所
」

の
運
動
に
、
大
き
な
励
ま
し
を
与
え

る
も
の
と
確
信
し
ま
す
。
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ご
購
読
の
お
ね
が
い

　
　

本
誌
は
、
全
国
患
者
団
体
さ
る
よ
う
邸
願
い
し
ま
す
。

　

連
絡
協
畢
会
（
略
称
・
全
患
申
込
先
〒
一
八
〇
－
○
四

　

連
）
の
機
関
誌
で
す
。

　
　
　

東
京
都
清
瀬
市
松
山

　
　

読
者
の
皆
さ
ん
か
ら
、
患

　
　

一
丁
一
＝
丁
一
二
本

　

者
や
家
族
、
一
般
の
方
々
に

　
　

誌
編
集
委
員
会
ま
で

　

ぜ
ひ
購
読
を
お
す
す
め
く
だ
購
読
料
六
。
月
六
六
〇
円

＝
一
。
一
一
一
‘
’
＝
一
‘
一
＝
’
。
＝
・
一
と
Ｉ
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＝
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患者運動
長

　　

宏

　

著

　　　

勁草書房刊

　　　　　　　

定価1,200円〒160円
世界でもめずらしい、といわれる｢患者運動｣
か、なぜ日本だけに発生したのか。
人権意識をもって立ち上った患者運動の現状
と課題を明らかにしています。必読の書。

お申込み現金(切手も可)でお申込み下さい。

全国患者団体連絡協議会東京都清瀬市松山2-13-12
ｌ
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流

健
康
へ
の
展
望
の
中
身
を
紹
介
し

た
い
。

　

医
療
の
展
望
、
こ
の
中
で
は
、

　
　

幸
柚
を
求
め
な
が
ら
、
２
１
世
紀
を

本

考
え
２
１
世
紀
゛
の
新
し
い
道
は
｀

　
　

従
来
の
よ
う
な
経
済
の
成
長
と

　

晟
近
、
２
１
世
紀
健
康
へ
の
展

望
と
い
う
本
が
メ
ヂ
カ
ル
フ
レ
ン

ド
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
本
は
、
大
谷
藤
郎
・
医
学

陣
士
の
著
書
で
あ
る
。
氏
は
昨
年

政
府
代
表
と
し
て
国
連
お
よ
び
Ｗ

Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
構
）
国
際
会

議
に
芭
…
一
し
て
き
た
。
著
者
紹
介

は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
、
２
１
世
紀

今
迄
の
よ
う
に
、
単
に
病
気
の
お

世
話
を
す
る
、
そ
の
た
め
に
技
術

を
磨
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
「
人

間
の
幸
福
と
は
何
か
」
［
人
の
幸

福
に
つ
な
が
る
健
甲
乙
は
何
か
］

「
そ
の
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
」

不
思
議
な
魅
力
の
本

か
、
高
学
歴
化
、
ま
た
身
体
が
頑

丈
で
あ
れ
ば
よ
い
あ
る
い
は
た
だ

寿
命
を
長
び
か
せ
れ
ば
よ
い
と
い

っ
た
部
分
的
に
追
及
す
る
も
の
で

は
な
い
と
云
っ
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
保
健
医
療
従
事
者
も
、

「
２
１
世
紀
の
保
健
医
療
従
事
者
は

技
術
の
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

全
人
間
的
な
真
の
幸
福
と
健
康
を

哲
学
す
る
人
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
う
」
と
教
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
医
学
は
疾
病
を
追
放

で
き
る
か
の
中
で
、
超
短
半
減

期
の
ラ
ジ
オ
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
の
Ｃ

Ｔ
を
使
用
す
る
と
、
精
神
分
裂
病

や
難
病
の
原
因
も
明
ら
か
に
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
と
云
い
、
少
く

と
も
病
気
の
診
断
方
法
は
、
こ
こ

数
年
で
一
変
す
る
と
云
っ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
「
予
防
に
ま
さ
る
治

療
は
な
い
」
と
い
い
、
さ
ら
に
、

「
２
１
世
紀
の
国
民
の
健
康
づ
く
２

は
、
病
院
の
中
だ
け
の
医
療
か
ら

地
域
ぐ
る
み
の
ケ
ア
に
と
説
い
て

い
る
。
大
平
洋
の
中
で
新
島
を
見

つ
け
た
恚
フ
な
本
で
あ
る
。
山
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健
保
・
公
費
医
療
改
悪
に
反
対
し

全
国
患
者
集
会
（
幹
事
会
）
は
運
動
を
開
始

　

ふ
た
た
び
、
「
ゆ
た
か
な
医
療
レ
佃
祉
を
め
ざ
す
全
国
愚
者
・
家
族
集

会
ト
実
行
香
具
会
－
」
は
、
健
康
保
険
A
J
c
a
費
医
療
の
改
ヰ
客
け
い
き
に

　

三
月
十
五
日
、
東
京
・
千
代
田
区

労
音
ふ
願
に
お
い
て
、
全
国
思
者
・

家
族
集
会
の
第
八
回
幹
事
会
が
開
か

れ
ま
し
た
。

　

幹
事
会
は
、
健
保
・
公
費
医
療
改

悪
の
動
き
の
き
ん
ぱ
く
化
を
反
映
し

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
幹
事
会
に
は
、
長
、
上
田
、
伊

藤
の
代
表
幹
事
、
山
本
事
務
局
長
、

小
林
事
務
局
次
長
、
前
田
、
富
田
、

榎
本
の
各
幹
事
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

事
務
局
か
ら
の
報
告
は
、
①
昨
年

の
健
保
改
悪
反
対
申
入
れ
、
②
同
改

悪
反
対
の
国
会
請
願
の
と
り
く
み
、

③
寒
‐
委
員
会
ニ
ュ
ー
ス
発
行
、
④

ふ
ｗ
計
報
告
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
、
健
保
・
公
費
問
題
に

つ
い
て
の
情
勢
報
告
、
各
団
体
の
活

動
報
告
が
そ
れ
ぞ
れ
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
と
く
に
、
地
域
難
病
連
の
第
九

回
交
流
会
の
決
議
と
ア
ピ
ー
ル
が
く

わ
し
く
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

♪

　
　

ｂ
ｆ

　

Ａ
７
♪

４
Ｌ

運
動
温
陥
に
J
i
ｒ
ｏ
し
た
。
結
核
も
難
病
も
、
障
害
肴
り
君
人
も
、
す
べ
て

特
別
扱
い
は
し
な
い
と
い
う
福
祉
切
り
下
げ
の
中
か
ら
…
…
…

　

そ
し
て
、
討
議
課
題
で
あ
り
ま
し

た
健
保
・
公
費
医
療
に
つ
い
て
は
、

①
改
悪
内
容
の
分
析
、
②
幹
事
会
と

し
て
の
態
度
表
明
、
③
運
動
の
す
す

め
方
（
十
七
日
に
厚
生
省
申
入
れ
）

な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

　

協
議
の
結
果
、
十
七
日
に
厚
生
省

に
申
し
入
れ
る
、
今
後
の
運
動
の
す

す
め
方
に
つ
い
て
は
、
各
党
要
請
に

合
せ
て
幹
事
会
を
開
き
再
度
検
討
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

も
、
第
八
回
実
行
奇
貴
会
で
協
議
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

申
し
入
れ
た
要
求

１
、
原
者
負
担
増
、
受
診
抑
制
の

　

６
、
国
保
に
傷
病
手
当
新
設
。

健
保
法
案
は
直
ち
に
撤
回
。

　

２
、
療
養
給
付
は
本
人
家
族
こ
も

十
割
に
し
て
下
さ
い
。

　

５
、
予
防
か
ら
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ

ま
で
す
べ
て
保
険
給
付
に
し
て
下
さ

べ
Ｉ
Ｑ

―

　

４
、
宿
料
、
付
添
看
護
料
の
患
者

負
担
を
廃
止
し
、
保
険
給
付
に
。

　

５
、
移
送
費
、
血
液
集
め
の
患
者

負
恨
刄
ｉ
Ｕ
て
下
さ
い
。

　

Ｚ
ヽ
公
費
の
保
険
優
先
に
反
対
。
・

　

８
、
難
病
治
療
研
究
・
小
児
慢
性

治
療
研
究
（
公
費
）
に
所
得
制
限
導

入
反
対
で
す
。

　

９
、
老
人
医
療
有
料
化
反
対
。

　

1
0
、
更
生
医
療
の
諸
制
限
撤
廃
。
一

　

1
1
、
難
病
対
策
の
拡
大
と
義
務
化

　

1
2
、
公
費
医
療
の
総
合
制
度
化
。

　

1
5
、
投
薬
証
明
の
な
い
被
患
者
も

薬
害
救
済
の
対
象
に
し
て
下
さ
い
。

一
一

月

　

▲
二
日
慢
性
一
酸
化
炭
素
中

毒
患
者
会
が
新
年
会
開
く

　

▲
四
日
労
災
保
険
審
労
災

保
険
法
一
部
改
正
で
答
申

　

▲
五
日
中
央
社
保
協
国
民

年
金
改
善
で
国
民
年
金
審
議
会
に

要
請

　

▲
五
日
中
央
薬
事
審
第
二
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……………………………………………
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．
昌
祐

回
薬
効
問
題
小
委
を
開
い
た

　

▲
六
日
野
呂
厚
相
薬
価
基

準
の
改
定
を
衆
院
予
算
委
で
答
弁

　

▲
九
日
全
難
連
年
金
学
習

会
を
開
催

　

▲
九
日
社
保
制
審
労
災
と

民
事
賠
價
の
調
整
な
ど
労
災
保
険

改
正
を
答
申

　

▲
八
日
中
央
労
基
審
労
働

安
全
衛
生
法
、
同
規
則
改
正
で
答

申

　

▲
八
日
自
治
省
地
方
税
法

改
正
案
で
国
保
税
の
課
税
限
度
額

を
二
十
二
万
円
を
二
十
四
万
円
に

　

▲
十
・
十
一
日
地
域
難
病
連

神
戸
で
第
九
回
交
流
会
開
催

　

▲
十
二
日
社
保
制
度
審
原

爆
と
各
種
共
済
年
金
で
改
正
の
答

申

　

▲
十
四
日
ス
モ
ン
全
国
協
議

会
東
京
で
大
集
会

　

▲
十
四
日
衆
院
社
労
委
理
事

懇
法
案
審
議
を
協
議
、
十
九
日

は
厚
相
、
労
相
の
所
信
表
明
と
予

算
案
説
明
、
医
療
保
険
小
委
の
設

置
等
を
説
明
う
け
た
。

　

▲
二
十
日
舎
尽
遍
第
二
回

展
望
を
開
い
た

　

▲
二
大
日
衆
院
社
労
委

野
呂
厚
相
の
所
信
表
明
の
質
疑
、

健
保
法
改
正
案
、
原
爆
改
正
案
の

提
案
説
明
を
う
け
た
。

　

▲
二
十
二
日
厚
生
省
昭
和

五
十
三
年
の
医
師
数
十
四
万
二
千

九
百
八
十
四
人
と
発
表

　

▲
二
十
七
日
全
患
連
と
医
療

会
人
工
膀
胱
の
処
置
に
つ
い
て

厚
生
省
に
要
請

　

▲
二
十
七
日
厚
生
省
高
令

者
世
帯
九
〇
％
年
金
受
給
と
発
表
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奮

　

謹
啓
全
思
連
に
大
変
お
手
整
亡

お
か
け
し
ま
し
た
若
齢
老
齢
年
金
が

通
り
ま
し
た
。
ほ
ん
と
に
有
難
度
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
助
か
り
一

安
心
で
す
。
年
と
っ
た
母
も
皆
さ
ま

の
お
力
で
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
う
れ
し
い
便
り
は
、
三
月
十

四
日
に
あ
約
ま
し
た
。
郵
便
箱
に
社
会

保
険
事
務
所
か
ら
の
通
知
書
が
入
っ

て
お
り
ま
し
た
。

　

申
請
か
ら
六
ヵ
月
目
に
し
て
手
に

し
た
通
知
で
す
。
通
知
會
に
は
若
令

老
齢
年
金
の
年
額
と
し
て
百
十
三

若
齢
老
齢
年
金
も
ら
っ
た

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

万
六
千
六
百
円
と
轡
い
て
あ
り
ま

す
。

　

こ
れ
は
、
全
患
連
と
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病
友
の
会
事
務
局
長
の
河
野
さ
ん

達
粉
員
の
皆
様
の
激
励
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
こ

の
経
験
は
、
国
民
の
権
利
が
い
か
に

大
切
な
も
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。

　

【
お
返
事
】
渡
辺
さ
ん
よ
か
っ

た
で
す
ね
。
随
分
お
待
ち
に
な
っ
た

事
と
思
い
ま
す
。
よ
く
我
慢
し
あ
き

ら
め
な
い
で
頑
張
り
ま
し
た
。

渡

　

辺

　

私
か
初
め
て
依
頼
を
う
け
た
の
は

一
昨
年
の
七
月
で
し
た
。
そ
れ
か
ら

一
年
と
九
ヵ
月
に
な
り
ま
す
。

　

晟
初
は
、
厚
生
年
金
を
二
十
六
年

か
け
て
い
る
の
で
障
｀
保
金
を
申
請

し
た
ら
、
廃
疾
認
走
で
は
［
障
害
等

級
非
該
当
］
だ
と
却
下
さ
れ
、
不
服

申
立
て
を
し
た
い
と
の
相
談
で
し

た
。
聞
い
て
み
る
と
、
廃
疾
認
定
日

も
そ
の
後
も
会
社
に
勤
め
て
お
ら
れ

却
下
理
由
が
わ
か
り
ま
し
た
。
事
後

重
症
豪
と
思
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も

五
年
を
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。
や
む
を

陽

　

子

全国患者団体連絡協議会加盟組織

得
ず
、
障
害
年
金
の
却
下
に
は
不
服

申
立
て
を
し
、
併
行
し
て
若
齢
老
齢

年
金
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
相
談
し

ま
し
た
。

　

結
果
は
、
障
｀
耳
金
の
不
服
申
立

て
は
［
本
件
審
査
請
求
を
棄
却
す
る
］

で
不
成
功
に
終
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
を
通
し
て
難
病
の

実
態
、
副
作
用
の
実
態
を
審
査
会
の

皆
さ
ん
に
具
体
的
な
事
例
と
し
て
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
若
齢
老

齢
年
金
は
、
な
ん
と
し
て
で
も
と
い

ラ
ね
ば
り
に
よ
る
も
の
で
す
。

〈互療会》

〒105港区西新橋3-15-10,原色版印刷内

　　　

≪0 3 (433) 164]

〈全国交通労働災害対策協最会〉

〒171豊島区西池袋１－４－５

　　　

會０３ c82) 7 3 6 1

く全国腎臓病愚者連絡協議剱

〒161新宿区下落合3－15－29田沼ピル（第二）

　　　

･ 0 3 c52) 53 4 0

〈全国心臓病の子供を守る会〉

〒101千代田区神田北乗物町17北乗ピル

　　　

雪０ ３ (256) 8 4 2 4

〈全国ハンセン氏病患者協議会》

〒1圏東村山市青葉町4-1-10

　　　

會叫23 (94) 15 7 1

〈全国畷業性有害初障吝患者協議会〉

〒105港区新橋6-15-4

　　　

≪0 3 (433) 2082

（日本愚書同盟》

〒180-04清瀬市松山２一13-12

　　　

･0424 (91) 0 0 5 8

〈慢性一難化炭素中毒患者会〉

〒151渋谷区千駄ヶ谷1－31－5代々木病院内

　　　

會≪493(24) 1 2 93後藤宛

便
り
と
広
告
募
集

本
誌
編
集
委
員
会

　

当
編
集
総
員
会
は
、
み
な
さ

ん
の
お
便
幻
と
広
告
の
紹
介
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

お
便
り
は
ど
ん
な
内
容
の
も

の
で
も
結
構
で
す
。
た
と
え
ば

皆
さ
ん
や
ご
家
族
の
要
望
や
訴

え
な
ど
や
写
真
で
も
よ
い
で

患者・障害者の

　　　

年金12章
す
。

　

広
告
は
、
一
段
全
部
で
一
万

五
千
円
、
二
段
で
三
万
円
で
す
。

広
告
し
た
い
も
の
が
あ
れ
ば
、

原
稿
と
共
に
料
金
を
そ
え
て
お

送
り
く
だ
さ
い
。

渡辺

　

清著Ｂ６判400頁1,500円〒160

障害年金を中心に老令、遺族年金などと労災保険
などの調整について、くわしく解説。

年金問題で必読の書。

　　　　　

鳩の森書房

ご注文は本誌編集委員会までおねがい

します。
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